
共同募金配分金事業助成

区分 助成対象事業・団体 条件 限度額

事業助成 区内で活動している社会福祉を目的とする団体の主催事業

参加予定者数
　　　　〜   300 人
  301 人〜   500 人
  501 人〜   800 人
  801 人〜 1,000 人
1,001 人〜

11 万
12 万
13 万
14 万
15 万

研修助成 神奈川区内で活動している社会福祉を目的とする団体の主催する研修事業

参加予定者数
　　　〜 15 人
16 人〜 50 人

　　51 人〜

2 万
3 万
5 万

運営費助成 神奈川区社協の第 5 種・第 6 種・第 7 種会員のうち社会福祉を目的とする団体の維
持運営に要する経費の一部 区社協会員団体のみ 4 万

助成（配分）の対象としない事業 助成（配分）の対象としない団体

・行政からの補助事業、または委託されている事業

・県共同募金会から直接助成を受けている事業

・営利を目的とする事業

・主に自助を目的とする介護予防事業等

・宗教関係の事業や団体

・政治関係の事業や団体

・法人格を有する団体（※）

・営利を目的とする団体

※法人による直接事業ではなく、法人の利用者（家族やボランティア等）が主体的に行う事業については対象となる場合がありますのでご相談ください。

● 助成（配分）対象事業
神奈川区内で活動している社会福祉を目的とする団体の主催事業に係わる経費の一部を助成します。

神奈川区社協では、区内で活動しているボランティアグループや地域団体、障害者団体等を支援し、地域福祉
の推進を図るため各種助成金を配分しております。今回、平成21年度分の助成金申請を2/23（月）〜3/13（金）
まで募集いたします。団体の活動に合わせてご活用ください。
申請いただく方、申請をお考えの方に説明会を開催いたしますので、まずはそちらにご参加下さい。

申請期間

2／23（月）

～

3／13（金）

神奈川区社協平成21年度分助成金について

助成金説明会

赤い羽根共同募金の寄附金を有効に活かすため、社会福祉を目的とする団体の事

業や研修に対して助成を行い、地域福祉の推進を図ります。

 日 時

① 2 月 16 日（月）13:30 〜 15:00　② 2 月 20 日（金）10:30 〜 12:00
③ 2 月 20 日（金）18:30 〜 20:00　④ 2 月 21 日（土）10:30 〜 12:00

 場 所

神奈川区福祉保健活動拠点
（神奈川区反町 1-8-4 はーと友神奈川 2F）

横浜信金

サカタのタネ
第2京浜至 横浜

京浜急行線

JR横須賀線・東海道・京浜東北線
至 東神奈川

至 東神奈川至 仲木戸

神奈川区
総合庁舎

スケート
リンク

反
町
公
園

至東
白楽

至横
浜

東急
東横
線

反町
駅

スーパー
トップ

青
木
橋

国道1号

神奈川区社会福祉協議会
（はーと友 神奈川2F）

神奈川駅

 内 容  （各回とも同一の内容です）

・�「共同募金配分金事業助成」、「神奈川区社協助成金」、
  「わくわく！ステップ」の 3 つの助成金について。 

※当日、申請書もお渡しします。

 申 込

申込不要。当日直接お越し下さい。

助成金の概要
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